
○国立大学法人埼玉大学構内交通規制実施要項  

平成16年４月１日 

制 定 

改正  平成16.10. 1  平成17. 1. 1 
平成17.11.10   平成18. 4. 1 
平成18. 6. 8   平成18.12.22 
平成19. 4. 1   平成24.10.22 
平成24.11.30   平成27. 3.20 
平成28. 3.29  平成 28.12.20 

（趣旨） 

第１  この要項は、本学の大久保地区構内（以下「構内」という。）の交通安全と

教育・研究環境を保持するため、構内における自動車、二輪車及び自転車（以下

「車両」という。）の交通規制に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２  この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 「自動車」とは、道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」という。）

に定める自動車（自動二輪車を除く。）をいう。 

(2) 「二輪車」とは、法に定める自動二輪車及び原動機付自転車をいう。 

(3) 「自転車」とは、法に定める自転車をいう。 

（入構規制） 

第３  車両を運転して構内に入構できる者は、次の各号の一に該当する者で、第７

に定めるところにより入構許可証（学生駐車場にあっては駐車許可証。以下「許

可証」という。）の交付を受けた者とする。ただし、郵便自動車、消防自動車、

路線バス、タクシー、救急自動車等の入構については、この限りでない。 

(1) 本学の教職員（役員及び非常勤教職員を含む。以下同じ。）で、通勤のた 

め自動車及び二輪車を使用し入構することを常例とし、通勤手当の支給を受け

ている者 

(2) 本学の教職員で、通勤のため自転車を使用し入構することを常例としている

者 

(3) 本学の学生（科目等履修生、研究生を含む。）で、車両を使用しなければ通

学が困難な者 

(4) 教職員及び学生以外の者（以下「学外者」という。）で、本学に用務のため、

車両により定例的に入構する者 

(5) 教職員、学生及び学外者で、本学に用務のため、真にやむを得ず車両により

臨時に入構する者 

(6) その他学長が認める者 



（車両入出口の指定） 

第４  車両による構内への入出は、別図に指定する入出口から行うものとする。た

だし、緊急等の場合はこの限りではない。 

（交通規制） 

第５  構内における車両の通行に関し、この要項の定める交通規制の他、学長は必

要な交通規制を行うことができるものとする。 

（駐車・駐輪規制） 

第６  構内における自動車及び二輪車の駐車並びに自転車の駐輪は、別図に指定す

る駐車場及び駐輪場に行わなければならない。 

２ 駐車場は、一般駐車場、特定駐車場及び学生駐車場に区分し、その使用区分は、

原則として次のとおりとする。 

(1) 一般駐車場 教職員（非常勤講師を除く｡）及び教職員以外の者で本学を日

常の勤務場所とする者 

(2) 特定駐車場 非常勤講師、納入業者、来客者、夜間主コースの学生及び社会

人大学院生並びに身体が不自由な者（身体障害者手帳の交付を受けている者。

以下同じ｡）その他特別の事情のある者 

(3) 学生駐車場 学生 

（許可証の交付等） 

第７  許可証の交付申請資格、交付時期、許可期間、交付申請書（以下「申請書」

という。）及び許可証の様式等は、次の表に定めるとおりとする。 

<自動車・二輪車> 

場所区分 申 請 資 格

及 び 対 象

者 

交付時期 許 可 期 間

        

  

様式  

自動車 二輪車 

申請書 許可証 申請書 許可証 

一 般 駐 車

場 

第 ３ の 該

当 者 で 第

６ 第 ２ 項

第 １ 号 に

規 定 す る

者 

前 年 度 ３

月 及 び 申

請 資 格 対

象 者 と な

ったとき 

許 可 申 請

し た 期 間

(年度内)

様式１ 

様式３ 

様式Ａ 様式１ 

様式３ 

様式Ｅ 

特 定 駐 車

場 

第 ３ の 該

当 者 で 第

６ 第 ２ 項

第 ２ 号 に

前 年 度 ３

月 及 び 申

請 資 格 対

象 者 と な

許 可 申 請

し た 期 間

(年度内)

様式１ 

様式２ 

様式３ 

様式Ｂ 様式１ 

様式２ 

様式３ 

様式Ｅ 



規 定 す る

者 

ったとき 

学 生 駐 車

場 

第 ３ の 該

当 者 で 第

６ 第 ２ 項

第 ３ 号 に

規 定 す る

者 

毎 年 ４ 月

及 び 申 請

資 格 対 象

者 と な っ

たとき 

原 則 年 度

内 

様式２ 様式Ｃ 様式２ 様式Ｇ 

全 て の 駐

車場 

第 ３ 第 ５

号 に 規 定

す る 者

( 臨 時 入

構者) 

その都度 当日限り 様式４ 様式Ｄ 様式４ 様式Ｃ 

 

<自転車> 

場所区分 対象者 交付時期 許可期間 様式 

申請書等 許可証 

自 転 車 駐 輪

場 

第３の該当者 申請資格対

象者となっ

たとき 

４年（ただ

し、４年目

の年度内）

教職員証、

学生証又は

大久保地区

に入構する

必要性が確

認できる身

分証明書等

を提示 

様式Ｆ 

 

２ 許可証の交付を受けようとする者は、次の各号に定める区分ごとの部局（以

下、「交付事務担当部局」という。）を経て学長に申請しなければならない。 

(1) 一般駐車場及び特定駐車場の入構（臨時の入構を除く）許可を申請する者 

財務部財務課 

(2) 学生駐車場の駐車許可を申請する者 学務部学生支援課 

(3) 臨時の入構許可を申請する者 正門守衛所 

(4) 自転車の入構許可を申請する者 

ア 学生 学務部学生支援課 

イ 学生以外の者 財務部財務課 



３ 許可証は、前項の申請に基づき、車両の使用がやむを得ないと認めるときに限

り、駐車台数の許容範囲内において学長がこれを交付する。 

４ 一般駐車場、特定駐車場及び学生駐車場に係る許可証の交付を受ける者につい

ては、当該許可期間を有効とする構内入構用のパスカード（以下「パスカード」

という｡）を交付する。 

５ 許可証及びパスカード（以下「許可証等」という｡）は、これを他人に貸与又

は譲渡してはならない。 

６ 許可証等の交付を受けた者は、これを紛失又は汚損しないよう大切に取扱うも

のとし、万一、紛失又は汚損等により使用に支障をきたすこととなったときは速

やかにその旨を交付事務担当部局に報告し、再交付を受けるものとする。 

７ 許可証等の交付を受けた者が、その許可期間中において次の各号の一に該当す

ることとなったときは、その所持する許可証等を速やかにその交付事務担当部局

に返還しなければならない。ただし、自動車の臨時入構用許可証については、こ

の限りでない。 

(1) 許可証等の更新又は再交付を受けたとき。 

(2) 車両により入構する必要がなくなったとき。 

(3) 前号に掲げる場合のほか、許可証の交付資格を欠くに至ったとき。 

（交通施設料等） 

第８ 第７第４項によりパスカードの交付を受ける者（ただし、身体が不自由な者

及び学生駐車場の使用を許可された者を除く。）は、交通施設料又はパスカード

代を負担しなければならない。 

２ 前項の交通施設料を負担すべき者は、次の各号の一に掲げる者とし、負担すべ

き額は別に定める月額によるものとする。 

(1) 教職員（非常勤講師を除く｡） 

(2) 教職員以外の者で、本学を日常の主勤務場所とする者 

３ 第１項のパスカード代を負担すべき者は、前項の交通施設料を負担する者以外

の者とし、負担すべき額は交付に係る実費相当額とする。なお、再交付に係るパ

スカード代は、交通施設料負担者、パスカード代負担者にかかわらず、その都度

負担しなければならない。 

４ 交通施設料は許可証等の交付を受けようとするときに、当該入構許可期間によ

り算定した額を一括して納付するものとする。 

５ 入構許可を受けている者が、第７第７項第２号又は第３号の事由により許可証

等を返還し残存許可期間が一月以上あるときは、様式５により当該残存月数の交

通施設料について還付を請求することができる。ただし、パスカード代について

は理由の如何を問わず還付しない。 



（遵守事項） 

第９ 車両により構内を通行する者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。 

(1) 構内を通行するときは、歩行者の安全を第一とし、構内の道路標識及び道路

標示に従うこと。 

(2) 構内は最徐行運転とすること。 

(3) 教職員及び学生（身体が不自由な者を除く。）の車両については、入出構時

以外の構内移動を行わないこと。 

(4) 駐車及び駐輪は、指定された場所以外に行わないこと。 

(5) 許可証は、運転席前面の外部から見易い箇所に車両登録番号等が確認できる

よう掲出すること。ただし、ステッカー式の許可証は、車両の後部で外部より

視認できる位置に貼付すること。 

(6) 緊急事態、本学の行事等により、臨時の規制を行う場合はこれに従うこと。 

(7) その他本学が必要と認める事項 

（違反者に対する措置） 

第１０ この要項に違反した者については、次に掲げる措置をとるものとする。 

(1) 違反事項及び指示事項を記した様式６の警告書を本人に交付し、又は違反車

両に貼付する。なお、構内の指定場所以外の駐車・駐輪等の違反車両について

は、車輪止め等の措置をとる。 

(2) 車両引き渡しの際は、様式７の誓約書を徴取する。 

(3) 違反の著しい者については、許可を取り消し、以後交付しない。 

(4) 長時間にわたり正当な理由がなく放置された車両及び違反の態様が著しい車

両については、学外に撤去する。この場合、撤去に要した費用は、当該車両の

使用者又は所有者の負担とする。 

（管理要員） 

第１１ 構内における交通規制を円滑に行うため、管理要員を配置することができ

るものとする。 

２ 管理要員は、本学の指示のもと、この要項の定めるところに基づき、違反者に

対する警告、指示等を行うとともに、その他交通規制に関し必要な措置を行うも

のとする。 

（事務） 

第１２ 交通規制に関する事務は、財務部財務課において処理する。 

（雑則） 

第１３ この要項に定めるもののほか、構内交通規制の実施に関し必要な事項は、

別に定める。 

附 則  



この要項は、平成16年４月１日から実施する。 

附 則（平成16.10.1） 

この要項は、平成16年10月１日から実施する。 

附 則（平成17.1.1） 

この要項は、平成17年１月１日から施行する。 

附 則（平成17.11.10） 

この要項は、平成17年11月10日から施行し、交通施設料の負担は平成18年度の入

構許可を受ける者から適用する。 

附 則（平成18.4.1） 

この要項は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成18.6.8） 

この要項は、平成18年７月１日から施行する。 

附 則（平成18.12.22） 

この要項は、平成18年12月22日から施行する。 

附 則（平成19.4.1） 

この要項は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成24.10.22） 

この要項は、平成24年10月22日から施行し、平成24年４月１日から適用する。 

附 則（平成24.11.30） 

この要項は、平成24年12月１日から施行する。 

附 則（平成27.3.20） 

この要項は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成28.3.29） 

この要項は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成28.12.20） 

この要項は、平成28年12月20日から施行し、平成29年4月1日以降に有効となる許

可書等の申請から適用する。 



様式１ 

  年 月 日 

埼玉大学長 殿 

申請者 

所 属：           

職名・役職等：           

ふ り が な 

氏 名：           

 

自動車・二輪車 入構許可証交付申請書 

 

 下記の車両により入構したいので、入構許可証の交付を申請いたします。 

 なお、許可の上は、埼玉大学の交通に関する規則等を遵守し、入出構の際及び構

内における通行・駐車中におきた事故等について、自己の責任のもと処理し、大学

に対し一切の補償等の請求をしません。 

 

記 

 

１．入構許可申請期間（年度内）    年 月 日～   年 月 日 

２．週の出勤日数（非常勤職員のみ記載）  週  日 

３．自動車又は二輪車による通勤手当受給の有無 （ 有 ・ 無 ） 

※有りの場合は、人事WEBシステムの申請画面の写しを添付してください。 

※無しの場合は、以下に申請の理由を記載してください。 

 

 

４．自動車又は二輪車の情報 

メーカー 車種 色 排気量（二輪車のみ） 

    

地名（管轄運輸支局） 分類番号 ひらがな ナンバー 

    

 

５．使用駐車場区分 （ 一般駐車場 ・ 特定駐車場 ） 

※特定駐車譲渡する場合は、以下に申請の理由を記載してください。 

 



様式２ 

  年 月 日 

埼玉大学長 殿 

申請者 

学部・研究科：           

学籍番号：           

ふ り が な 

氏 名：           

住 所：           

           

電話番号：           

 

自動車・二輪車 駐車許可証交付申請書 

 

 下記の理由により車両で通学したいので、駐車許可証の交付を申請いたします。 

 なお、許可の上は、埼玉大学の交通に関する規則等を遵守し、入出構の際及び構

内における通行・駐車中におきた事故等について、自己の責任のもと処理し、大学

に対し一切の補償等の請求をしません。 

 

記 

 

１．駐車許可申請期間（年度内）    年 月 日～   年 月 日 

２．申請の理由 

 

 

３．公的交通機関等を利用した場合の通学方法（自宅から大学まで） 

順路 移動手段 区 間 距離 所要時間 片道料金

 （徒歩、バス、電車等）     

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

 

 

 

 

 

自宅  か ら（   経 由）   ま で

   か ら（   経 由）   ま で

   か ら（   経 由）   ま で

   か ら（   経 由）   ま で

   か ら（   経 由）   ま で

km

km

km

km

km

時間 分  

時間 分  

時間 分  

時間 分  

時間 分 

円

円

円

円

円

  合 計 km 時間  分 円

※最寄りのバス停留所名及び駅名は、省略せずに正確に記入すること 

４．自動車又は二輪車による通学時間（自宅から大学まで）   時間  分 

５．通学曜日  ☐日 ☐月 ☐火 ☐水 ☐木 ☐金 ☐土 

６．自動車又は二輪車の情報 

メーカー 車種 色 排気量（二輪車のみ） 

    

地名（管轄運輸支局） 分類番号 ひらがな ナンバー 

    

 

７．指導教員等の氏名・承認印                 印 



様式３ 

  年 月 日 

 

埼玉大学長 殿 

申請者 

事業所名：           

所 在 地：           

           

ふ り が な 

申請者氏名：           

電話番号：           

 

自動車・二輪車 入構許可証交付申請書 

 

            のため、下記の車両により入構したいので、入構許可証

の交付を申請いたします。 

 なお、許可の上は、埼玉大学の交通に関する規則等を遵守し、入出構の際及び構

内における通行・駐車中におきた事故等について、自己の責任のもと処理し、大学

に対し一切の補償等の請求をしません。 

 

記 

 

１．入構許可申請期間（年度内） 平成 年 月 日～平成 年 月 日 

２．自動車又は二輪車の情報 

メーカー 車種 色 排気量（二輪車のみ） 

    

地名（管轄運輸支局） 分類番号 ひらがな ナンバー 

    

３. 使用駐車場区分 

☐ 一般駐車場 （派遣職員・埼玉大学構内を常時勤務場所とする者） 

☐ 特定駐車場 （物品等の搬入者・その他(          )） 



様式４ 

 

臨時入構者用 

☐ 教職員   ☐ 一般   ☐ 学生（該当箇所をチェック） 

平 成   年   月   日 Ｎｏ． 

氏 名  

会 社 ･ 団 体 名 ( 部 局 名 )  

電 話 番 号  

ナ ン バ ー プ レ ー ト

又 は 登 録 番 号

 

入 構 時 刻 時   分 

用 務 先  

 

用 務

 

 

承 認 者 名 ・ 印 印 

埼玉大学  （守衛所控） 

 

（裏面） 

○学生が課外活動のため入構する場合、事前に統合キャリアセンターＳＵの承認印

を受け、守衛所に提出すること。 

○学生が教育研究機材等の運搬のため入構する場合、事前に指導教員の承認を受け、

守衛所に提出すること。 

 

 切り取り線  

 

※この部分は、様式Ｄ 



様式５ 

   年 月 日 

 

埼玉大学長 殿 

所属又は事業所名：           

所 在 地：           

           

ふりがな 

申 請 者 氏 名：           

電 話 番 号：           

許可証の交付番号：           

 

交通施設料還付請求書 

 

 入構許可証及びパスカードを返却したので、既納の交通施設料のうち残存期間分

について還付を請求いたします。 

 

記 

 

１．入構許可証及びパスカード返却日     年  月  日 

 

２．還付先金融機関 

金融機関名  

支店名称  

口座種別  

口座番号  

口座名義 

（カタカナ） 

 

 

以下、財務課記載欄 

返却確認  ☐ 入構許可証  ☐ パスカード （自動車・二輪車） 

還付額   月額   円 × 残存期間   ヶ月 ＝     円 

 

財務課受理日：    年  月  日 

受理者氏名：           印 



様式６ 

    年  月  日 

警 告 書 

 

□ 駐車・駐輪違反 

この車輌は、駐車又は駐輪違反であるため、「車輪止め」をしてあります。所有

者は至急、正門守衛所に出頭し、引き取って下さい。 

なお、引き取りの際は身分証明書等により、身分を明らかにし、誓約書に署名し

たうえ解錠を申し出て下さい。 

 

 

  

□ 許可証の不掲出 

この車輌は、許可証が掲出されておりません。 

今後は必ず、運転席前面の外部から見やすい所に掲出して下さい。 

 

  

□ 無許可の駐車・駐輪 

この車輌は、許可車輌と認められないので、「車輪止め」をしてあります。 

所有者は至急、正門守衛所に出頭し、引き取って下さい。 

なお、引き取りの際は身分証明書等により、身分を明らかにし、誓約書に署名し

たうえ解錠を申し出て下さい。 

 

  

□ 許可期限切れ車輌 

この車輌は、許可証の有効期間が過ぎております。 

速やかに更新手続きをして下さい。 

  

 

 

埼 玉 大 学 

 

 

様式７ 

    年  月  日 



埼玉大学長 殿 

 

私は今後、埼玉大学の交通規則等に関する規則を遵守することを誓いますので、

私所有の車輌を引き渡し願います。 

 

氏  名：               

 

身分 

□ 教職員  所属等：                  

□ 学生   学 年：                  

□ その他  住 所：                  

 

車輌等の種類及びナンバー等 

□ 自動車  登録№：                  

□ 二輪車  登録№：                  

□ 自転車 

 

守衛所確認 

□ 身分証明書 

□ 学生証 

□ 運転免許証 

□ その他（            ） 



様式Ａ（自動車用一般駐車場入構許可証）(H8.8cm×W25.5cm） 

  
入構許可証 

一般駐車場 

許可番号 車両登録番号 

許可期間     年 月まで 

（交付日     年 月 日） 

埼玉大学

 

 

様式Ｂ（自動車用特定駐車場入構許可証）(H8.8cm×W25.5cm） 

  
入構許可証 

特定駐車場 

許可番号 車両登録番号 

許可期間     年 月まで 

（交付日     年 月 日） 

埼玉大学

 

 

様式Ｃ（自動車用学生駐車場駐車許可証）(H8.8cm×W25.5cm） 

  
許可番号 

 駐車許可証 

  
車両登録番号  

学生駐車場 

 許可期間     年 月まで 

（交付日     年 月 日） 

埼玉大学

  

 

 



様式Ｄ（臨時入構・駐車許可証）（B5判） 

臨 時 入 構 許 可 証 （ 駐 車 許 可 証 ） 

交  付 月  日 第    号 

 

☐ 一般駐車場 

☐ 特定駐車場 （駐車許可場所をチェック） 

☐ 学生駐車場 

 

車両登録番号              

本証は交付日に限り有効です 

埼 玉 大 学 

出構の際は、本証の返却は不要です。          （裏面をご覧下さい） 

（裏面） 

○入構のとき及び構内に駐車するときは、本証を運転席の前面の外部から見やすい

位置に置くこと。 

○構内は最徐行し、すべての場所で歩行者優先とする。 

○指定された駐車場以外の場所での駐車を禁ずる。 

○前記の駐車のための走行以外、構内の車両移動は禁ずる。 

○駐車場においては、駐車区分に留意して整然と駐車すること。 

○構内の道路標識・標示に従うとともに、臨時の規制についてはこれに従うこと。 

○この許可証で入構中に発生した盗難・破損等の事故による損害については、大学

は一切その責任は負わない。 



様式Ｅ（二輪車用入構許可証）（H5.0cm×W3.5cm） 

二輪車入構許可証

大学のｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ 

整理番号 

有効期限 

 

 

 

様式Ｆ（自転車用入構許可証）(H5.0cm×W3.5cm） 

自転車入構許可証

大学のｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ 

整理番号 

有効期限 

 

 

 

様式Ｇ（学生駐車場二輪車用駐車許可証）（H5.0cm×W4.0cm） 

二輪車駐車許可証 

大学のｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ 

整理番号 

有効期限 

 

 

 



別図 

 

 


